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当事者
原告
昭和36年（1961年）生まれ。
令和4年（2022年）8月3日の本件却下処分
当時60歳。
　海外赴任も少なくない、政府系団体勤務の
サラリーマンを24年間務める。
　平成30年（2018年）
筋萎縮性側索硬化症 （ALS）の診断受ける

家族
本件処分時
　　41歳の妻と4歳の男児の3人暮らし。

【ＡＬＳ】は、
重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす運動神経系の変性疾患。　
30年ほど前まで医学もＡＬＳを「3年程度で亡くなる原因不明の終末患者」という見方をしてきた。
　近時発症の機序は徐々に明らかにされつつあるが未だ発症原因が不明の進行性の難病。
現在のところ抜本的な治療法はない。
しかし在宅福祉の支援があれば、人工呼吸器さえ装着すれば、30年以上の長期にわたり様々な社会参加を行いながら在宅生活を行うＡＬＳ患者の姿が当たり前となりつつある。　


　人工呼吸器を装着すると痰の吸引等の医療的ケアを含む1日24時間介護が不可欠となるため、介護が大変になる同居家族に気兼ねして、人工呼吸器装着を選択出来ずに亡くなっていく患者が多い現実がある。
　　ＡＬＳ支援に関わる関係者の感覚では、人工呼吸器装着を選べる人は10人中3人程度と言われる
　（＊「筋萎縮性側索硬化症患者の心理人工呼吸器装着の意思決定」森朋子・湯 浅龍彦 ・一般社団法人 国立医療学会発行「医療」2006 年 60 巻 10 号 p637～643）。　　　　

　つまりALSを発症した人の７割程度は自死を選んでいる現状がある。

ALS患者の多くが自死を選んでいる要因に、職業ヘルパーによる1日24時間の公的在宅介護により暮らす権利があることを本人や家族が知らない、知らされないこと、そのような権利の実現を様々な口実をつけて認めようとしない行政の姿勢、実際にそれらの介護を担う事業所や人材が見つからない実情、そうさせている国の設定する貧困な介護報酬政策などが考えられる。

重度訪問介護　施策利用者の人数
　令和5年10月　1万2943名
　令和7年　4月　1万3990名

【重度訪問介護】とは
「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること★１」

「日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者等に対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであり、その報酬単価については、重度訪問介護従業者の１ 日当たりの費用（ 人件費及び事業所に係る経費） を勘案し８ 時間を区切りとする単価設定としている★２」

「重度訪問介護は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行うこと★3」
 
要は、重度障害者がヘルパーを利用して常時の介護・支援を受けて在宅生活を送るための重要な制度。
 
★１障害者総合支援法5条3項
★２　厚労省障害福祉課長平成19年２月16日付け事務連絡「重度訪問介護等の適正な支給決定について」
★３　令和4年3月16日付「厚生労働省　障害保健福祉関係　主管課長会議資料」のうち資料５「社会・援護局障害保健福祉部　障害福祉課」作成資料の「８ 訪問系サービスについて」69頁以下

2023年10月31日千葉地裁
「松戸市ALS介護保障訴訟」判決
この判決の特徴
●「家族の単独介護時間をゼロにせよ」と命じたこと
●司法が行政庁に対して、独居事案・家族同居事案を問わず1日24時間の公的支援を初めて命じた確定判決であること
●41歳の同居配偶者がいる事案において1日24時間公的支援を司法が命じたことで注目を集めた判決
妻の介護・家事・仕事等全ての負担集中状況
育児　　４歳の長男の養育
家事全て（料理・掃除・洗濯もろもろ）
仕事（会計事務所アルバイト職員）
夫が病で就労不能である以上、妻が働くしかない
　その上で　ALSで常時痰の吸引等が必要な夫の介護！

上記全ての両立は不可能であり松戸市に令和元年重度訪問介護の申請をした。

　　支給時間の主な推移は次のとおり。
　令和元年　8月　248時間/月　　　8時間/日
　令和2年　6月　328時間/月　　　10時間36分/日
　令和4年　2月　556.5時間/月　約18時間/日
　　　　　3月　581.5時間/月　約18時間45分/日
　　24時間-18時間45分＝5時間15分　不足
＊介護保険の訪問介護ヘルパーは1日1時間9分支給
介護保険ヘルパー時間を考慮しても、約4時間毎日ヘルパー不在

妻の介護負担は限界を超えており、1日24時間介護支給をするように繰り返し求めてきたが、市は、「妻が毎日４時間程度介護することが可能だから認めない」と頑なに支給を拒んできた。
令和4年5月9日　自力交渉は不可能と思い藤岡に委任
令和4年5月30日　本件変更申請（月744＝24時間/日）
　　（令和4年6月～令和5年5月を支給期間とするもの）
令和4年6月13日　自宅で勘案事項調査　
令和4年7月14日　市町村審査会における意見陳述
令和4年8月　3日　本件却下処分

令和4年9月5日　千葉県知事に対する審査請求申立て
令和4年10月31日　千葉地裁へ提訴
令和5年5月23日　千葉地裁　仮の義務付け決定
月668.05時間（約21時間33分/日）給付を
　松戸市に仮に命令

令和5年6月1日
令和5年6月～令和6年5月分の申請
令和5年7月7日付支給決定（令和5年7月～同6年5月分の支給決定）
月６９６時間（22時間27分/日）

令和5年10月31日　
　千葉地裁　本案判決　
判決の結論（主文）
　行政訴訟　原告勝訴
　　取消判決　　＝勝訴
　　義務付け判決＝勝訴
　　　683.5時間/月＝約22時間/日
　　　　（令和4年6月～令和5年5月の話）
　国賠訴訟　　　＝敗訴

判決の理由
　妻は、重度訪問介護等が提供されない時間帯を中心に原告の介護を行っているだけでなく、幼少の子の養育や家事全般を担うとともに、生活費を確保するために週2日アルバイトとして就労しており、家庭の負担が全て妻に集中している状況にある。
　加えて妻は介護の負担に起因して、椎間板ヘルニア…適応障害や抑うつ状態、緊張型頭痛、片頭痛を患い、指定難病であるＩｇＡ腎症にもり患している。
…原告の吸痰は、介護者において高い緊張感を伴うものであり、相応の精神的負担感を有するものであるから、心身ともに健康な状態でなければ円滑な対応をすることはできない。
　…妻は子の養育や家事を含めた家庭の一切を負担しており、原告の数年にわたる介護負担の影響もあって心身ともに健常な状態ではなく、こうした状況のもとで、平均1日２．７５時間であるとはいえ、妻単独での介護の状態の時間帯において、介護疲れ等により意図せず就寝してしまった結果、…適宜の吸痰の対応が行われないなど、原告の生命が危険にさらされる事態が生ずる可能性が高い。
被告は、…妻の病状等を考慮し、妻は平均1日２．７５時間の範囲で、原告の吸痰等の介護を行うことは期待できるとして本件却下決定をしている。
　しかし、…被告は妻の心身の状況や介護負担等を十分に顧慮することなく、…皮相的な見方を前提とした主張…違法である。
　痛烈な批判

判例史上大きな意義を持つ判示部分
本件却下決定時点における相当な重度訪問介護に関する支給量について検討するに、…原告の病態及び妻の介護状況等に照らせば、原告に対しては、基本的に1カ月７４４時間（２４時間×３１日間）に相当する重度訪問介護に関する介護支給量が認められるべきである。

　＊但し、併給に関しては問題が残された。
小論点A
　「介護保険での訪問入浴時間・訪問マッサージ並びに医療保険での訪問リハビリの時間帯にも重度訪問介護を併給せよ　は、仮の義務付け決定においては否定されていたが本案判決では採用された。
　　他方、小論点Ｂ
　「訪問診療・訪問看護の時間帯にも重度訪問介護を併給せよ」
　は採用されなかった。
　　そのため、訪問看護時間と医師訪問時間の重度訪問介護は差し引かれた結果、介護保険ヘルパー1時間を考慮しても、あと約1時間介護給付は不足している。




その後の原告の状況（奥様からの後日談）
令和6年5月　呼吸困難➡救急搬送されその日のうちに気管切開 
　　　7月上旬退院
　松戸市の行政担当者が病院まで本人の状況を確認しに来てくれるなど 
　判決後、姿勢が180度変わった。
　寄り添う姿勢になったと感じる。

 　気管切開前の状況を前提に
　月40時間増量・月736時間の重度訪問介護となった。
　介護保険ヘルパー1日1時間があるので
　ヘルパー介護が1日24時間体制が確保された。 
　11月以降気管切開を前提に更なる時間増を検討すると言ってくれている。 
　妻は随分精神的に楽になり、子どもの状態がイライラしていたのが改善された。
 　今思えば母親の精神状態が悪いと子どもに連動し、子どもも不安で不安定だっ　たことがよくわかる。 
　今は、家族みんな安心して暮らせるようになりました。 
　ただ、夫は、気管切開で声を失い、その点の精神的なショックはあります。 
　コミュニケーション方法が視線入力はうまくいかないので、 
　他の方法なども支援者とともに考えていきたい。 








　この裁判の最中に自治体担当者はどんなことをしてきたか。
　令和5年5月23日、千葉地裁は月668.05時間（約21時間33分/日）の仮の義務付け命令を下した。
　原告代理人が市に、6月以降の処分について問い合わせた。

市の担当者は
　「令和5年4月に奥様から申請を受けて、従前の支給時間のままで
良いという意思を確認済みのため、
　既に5月19日付で従前の時間数の支給決定を
　本人宅に送付済みです。もうどうにもなりませんよ。」
　との説明だった。

　原告代理人はこれには驚愕した。
　原告代理人が原告妻に確認すると
　「全部ウソ！
　　4月の申請はグループホームの利用申請のために書いた書類のつもり」

令和5年4月12日付申請書（乙11）の不自然さ
　　原告代理人はこの申請書を仮の義務付け事件の東京高裁の抗告審において被告（抗告人）が疎乙第11号証として提出したことから、その写しを令和5年7月6日に裁判所から送付を受けて初めて見た。
　　　明らかに不自然なのは
　　　「申請に係る具体的内容欄」
　　　「前回の内容と同じでよい」と
　　　手書きではなく、そこだけ印字されていることである。
　驚くべき卑怯な手法である。
　申請者が前回の内容、支給量では不服であるからこそ、裁判までやっていることは自明である。
　だから申請者の不服の意思は無かったことにするために、予め「前回の内容と同じでよい」と印字済みの申請用紙を申請者宅に送り付けて押印されて送り返させる。
　市民の申請権を妨害しており、行政手続法に違反する違法なやり方である。　　　
　原告と家族も紛争が続くことに疲れており、このことの違法行為を国賠請求等で争うことを断念したが、このような欺罔的手段で市民の権利を妨害することがないような行政規制ができないものか。
　「不当労働行為」のように「不当行政行為」を法定して、禁止行為を明確化するべきと考えている。

仮の義務付けは東京高裁で令和5年8月29日却下された！
　その理由は「処分の支給期間は令和5年5月31日までであり、既に有効期間が経過しており、増量処分がなされなければ損害が生じるものと認められず緊急の必要があると認められない」というものである。
　しかし、これは明らかに不合理な論旨である。
　生活保護が1カ月、重度訪問介護等が12カ月などとほとんどの社会保障給付には有効期間がある。
　このような理屈が認められるのであれば、処分庁は、違法な処分を下して、裁判所から仮の義務付け決定を受けても、とにかく即時抗告・特別上告等をして、時間を引き延ばせば、いずれ審理中に有効期間は切れる。そうすれば行政庁百戦百勝であり、市民が勝てる余地はない。
　司法救済の機能を放棄するような理屈であり、到底受け容れることはできない。　　




自治体における「審査会行政」の深刻な問題
本件処分を正当化した市町村審査会答申の議事録要旨が次である。
A　限界と感じるのであれば施設入所を検討するべき。
　他の障害をもっているかたとの公平性を考えるといかがなものか。
Ｂ　家族の在り方として家族の介護の時間があってもいいのではないか
Ｃ　40歳の若さで椎間板ヘルニアやひざの疾患は本人の生活習慣の問題
D　介護のつらさや負担感は個人の価値観である。　
E　松戸市が24時間介護を進めるというのであれば話は別であるが、　個人の事情を鑑みての判断であればこのままでよい。　
結論：581.5時間/月の時間数のままの支給決定とする。

公的在宅介護の申請に対して「施設入所を」として給付を拒否する意見を出す者が「学識経験を有する者」として任命されている現実がある。
　障害者権利条約が求める障害者の自立生活の権利の重要性が法規範とされていることが蔑ろにされている。
　同居妻が夫の介護により疾患を負っていること（指定難病に罹患したこと）は客観的事実であり、「個人の価値観」の問題でない。
　自治体が24時間介護を給付しない判断の妥当性を審査しているにも関わらず、「自治体が給付しないと判断している以上、それが正しい」という思考回路と意見は、「審査の放棄」である。
　法は個別障害者の個別事情を勘案して支給決定せよとしている以上、「個人の事情は考慮すべきでない」という意見は、「審査対象となる法規の基礎的な知識が欠如している」と言わざるを得ない。「市町村審査会委員研修を受講」しているというが、どのような「研修」が実施されているのか。



市町村審査会は自治体の意向、方針を正当化するためお墨付きをもらうための「御用機関」、「障害者の権利抑圧装置」
の実態にある。
　下記の法律や国の指示文書は空しい！

　　障害者総合支援法15条（市町村審査会）
「第26条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会（以下「市町村審査会」という。）を置く。
　同法16条2項「委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。」

厚労省の事務処理要領
委員は、原則として都道府県が実施する審査会委員に対する研修（市町村審査会委員研修）を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続等を確認する。

最後に
障害者権利条約の時代にふさわしい、障害者が地域でごく当たり前に共に生きるための権利保障の理論構築と実践が更に求められていると考えます。
　実務家と研究者が協力して取り組むことが可能な障害法学会の果たす役割に期待したいと思います。
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